


改正貸金業法の全面施行
国では、多重債務問題が深刻化するなか、その解決のための抜本的かつ総合的な対策として、平成18年
12月に上限金利の引き下げや総量規制の導入などを内容とする改正貸金業法が成立し、貸し手である業者へ
の規制が強化されました。平成22年６月18日から全面施行により、貸しすぎや借りすぎを防ぐための総量
規制が導入され、借入残高が年収の３分の１を超える場合、貸金業者から新たな借入れができなくなりま
す。借入れや返済でお困りの場合は、一人で悩まず、全国の財務局や地方自治体などが設置する相談窓口を
ご利用ください。相談は無料です。


